
 

 

 

 

 

はちみつ屋さんでランチ 

新型コロナウィルスの影響で旅行、飲食、スポーツジムなどの業界は、経営環境が本当に厳

しいようで、心よりお見舞い申し上げます。非常事態宣言こそ終了しましたが、まだまだ自粛ム

ードは続きそうです。久しぶりに妻と外食しようかという話になり、せっかくならお知り合いのお店

に行ってみようじゃないかと鹿沼の HoneyＢさんにお邪魔しました。 

こちらは 100年前から養蜂業を営まれている黒田養蜂園の直営のお店です。若社長が開い 
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たイタリアンカフェで、デッキテラスと木立の中にテー

ブルがあり、外部席の方が多いのではというくらい開

放感に溢れたお店です。3蜜回避万全です。 

特等席に陣取り、焼肉丼とパスタ、パンケーキをい

ただきました。正直、少し高めの価格設定なのです

が、それだけの価値はあります。のんびりと贅沢なラ

ンチを楽しむことができました。 

我
が
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の
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時節柄テイクアウトにも力を入れられているからな

のか、結構な頻度でお客さんが受け取りに来ていま

した。隣にあるはちみつ屋さんにもひっきりなしにお

客さんが来ます。そんなに世間の皆さんははちみつ

を買っているのかと、驚かされました。 

鹿沼のまちの駅から車で数分。中心部ながら静か

な場所で、本当に素敵なお店でした。 はちみつとメープルシロップが添えられています。 

 ぐんぐん育つスナップエンドウ。 

手前のテーブルが特等席です。 



妊娠中の女性労働者から新型コロナウイル

ス感染リスク対策を求められたら？ 

新型コロナウイルスのワクチンは現在のと

ころ開発されておらず、治療薬レムデシビル

は、厚生労働省が発出した通達で妊婦に使

用しないよう要請されています。また、アビガ

ンⓇ錠の患者向け資料では「妊娠中に服用

することで胎児の奇形や流産・死産を起こす

可能性があります」と、注意を促しています。 

つまり、妊娠中の女性が感染した場合、他

の人よりも治療方法が限定されてしまう可能

性が高いことがわかります。 

 

◆妊娠中の女性労働者の本音は？ 

株式会社ベビーカレンダーが４月下旬に

公表した妊娠中の女性労働者へのアンケー

ト結果では、約 4 人に１人が通常どおり出勤

していて、在宅勤務中や自宅待機（休業）中

と答えた人たちより多くなっています。 

出勤している理由は、「在宅勤務や時差出

勤をしたいが、会社で認められていないため

（在宅勤務が困難な職種も含む）」が 41.1%、 

「休業または退職したいが、金銭面が不安な 

ため」「休業または退職は考えておらず、産 

休まで仕事を続けたいため」が同率 34.3%で

した。 

 

 

◆5月 7日より女性労働者が申し出た場合の

措置が義務とされています 

厚生労働省では指針を改正し、医師等が

作成した母性健康管理指導事項連絡カード

を女性労働者が事業主に提出した場合、必

要な措置を講じるよう義務付けています。 

令和 3年 1月 31日までの時限措置ですが、

措置を講じない場合は企業名公表等の罰則

が適用されます。 

 

 

 

 

 

◆母性健康管理指導事項連絡カードとは？ 

妊娠初期から産後の回復期までの体調に

応じて、休業（入院加療、自宅療養）、勤務

時間の短縮、負担の大きい作業・長時間の

立作業・同一姿勢を強制される作業の制限

または勤務時間の短縮等の措置を、どの程

度の期間講じる必要があるか医師等が指導

内容を記載するもので、診断書の代わりとな

るものです。 

提出を受けた場合には、個人情報の取扱

い等も含めて医師に相談の上ご対応くださ

い。 
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